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２．共同相続人の１人からの被相続人
の貯金残高・取引経過照会

ＪＡは，被相続人名義の貯金残高証明書の発行依頼

を受けた場合，貯金者について相続発生および発行依

頼者が相続人であるかを，被相続人の戸籍（除籍）謄

本および依頼者の印鑑証明書や戸籍謄本（代襲相続等が発生していた場

合）等で確認します。

発行依頼者が相続人であることが確認できた場合は，相続貯金等残高

証明依頼書（兼相続貯金等評価額証明依頼書）の提出を受け，他の共同

相続人全員の同意がなくても残高証明書の発行依頼に応じるものとしま

す。

質問 ＪＡとの間で貯金取引をしていたＡさんが亡くな

り，相続人は長女，長男，次男の３人で，数年前まで

は長男がＡさんの面倒を見ていましたが，３年ほど前

からは長女がＡさんの面倒を見ていました。

今般，次男からＪＡに対し，遺産分割協議をするの

で，ＪＡにあるＡさん名義の貯金残高証明書の発行依頼と取引

経過開示請求がなされました。

ＪＡでは，他の相続人の同意なしに貯金残高と取引経過を開

示してよいか迷っています。

なお，事前に長女からＪＡに対し，開示請求に応じない旨の

要請がなされていた場合は，開示請求に応じないほうがよいで

しょうか。

第１編 相 続／第１章 貯金取引と相続
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また，共同相続人の１人から被相続人の貯金の取引経過開示請求を受

けた場合は，相続人全員の合意を得られない理由，依頼者の状況，開示

請求の理由等を慎重に確認のうえ記録し，取引履歴明細表発行依頼書

（相続人用）の提出を受け付けます。

遺言がなく，遺産分割協議前のときは，たとえ他の相続人が反対して

いるときでも，ＪＡは開示請求に応じなければなりません。

そのため，ＪＡは長女から開示請求に応じない旨の要請を受けた場

合，最高裁判例（最判平成２１・１・２２）にもとづき，相続人からの開示

請求に対して応じる義務があることを説明し，理解を得ておく必要があ

ります。

開示内容については，貯金取引経過が記載された入出金明細表とし，

個々の払戻請求書等のコピーの開示を求められた場合は，原則として応

じないものとします。

また，開示期間については必要な期間に限定し，原則として相続開始

時から遡り１０年以内とします。

●相続人の財産調査権による相続貯金残高証明書発行

解説

相続が発生すると被相続人の財産は，相続人に包括

的に承継され（民法８９６条），相続人が数人いる場合は

法定相続分に応じて共同相続されることになります

（同法８９８条・８９９条）。しかし，分割可能な債権は相続開始と同時に法律

上当然に分割され，各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する

ことになっており（最判昭和２９・４・８），銀行預金についても最高裁

において同様な判決が出されています（最判平成１６・４・２０等）。

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から３か月

以内に，相続を承認または放棄をするかを選択しなければなりません

（民法９１５条１項本文）。

そのため，相続人は相続財産について必要な調査をする権利を有して

２．共同相続人の１人からの被相続人の貯金残高・取引経過照会
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おり（民法９１５条２項），各金融機関に対し相続発生時の残高証明書の発

行を請求することができます。

この場合，相続貯金については分割承継されているため，金融機関は

守秘義務との関係から，残高証明書は発行依頼者の法定相続分を記載す

べきでないかと思われるかもしれませんが，相続放棄により各自の相続

分が変わることもあり，金融機関は相続貯金全額を記載しても守秘義務

違反には問われないと考えられ，全額を記載しています。

金融機関は相続貯金残高証明書発行依頼者が相続人であるかについて

の確認が重要であり，被相続人の戸籍謄本や除籍謄本と依頼者の印鑑証

明書の提出を受け，依頼者が被相続人の戸籍謄本等に在籍または除籍さ

れた記載がなされているか，除籍された時の姓と印鑑証明書記載の姓と

が相違していないか，相違している場合は相続人の戸籍謄本または抄本

で相続人であることを確認する必要があります。

●残高証明書の記載内容

残高証明書は相続発生時のものを記載しますが，その後，入出金が行

われ残高に変動を生じている場合および決済確定前の他店券残高が含ま

れている場合は，その内容を備考または別紙に記載します。

また，残高証明書は遺産分割協議や相続放棄等の検討のためだけでは

なく，相続税申告のためにも使用され，その場合は相続税財産評価基本

通達にもとづき相続時の貯金元金の残高だけではなく経過利子について

も記載します。

定期貯金については相続時に解約した場合の利息を記載することにな

っており，貯金元金に中途解約利息（源泉徴収税額控除後）を加えた金

額を記載することになります。

また，定期貯金以外の貯金については，課税時現在の既経過利子の額

が少額なものに限り，同時期現在の預入高によって評価することになっ

ているため元金のみを記載します。

なお，貯金ではありませんが，定期積金についての残高証明書を発行

第１編 相 続／第１章 貯金取引と相続
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する場合は，掛込金残高のみを記載することになります。

●相続貯金取引経過開示請求権を認める最高裁判決

共同相続人の１人から，被相続人の相続貯金残高証明書の発行依頼と

同時に取引経過開示請求がなされる場合と，残高証明書発行の後に取引

経過開示請求がなされる場合とがあります。

どちらも，相続貯金について被相続人の生前の貯金取引状況を確認す

るため行われるものですが，単に貯金取引状況を確認するための場合

と，貯金を管理していた相続人が被相続人のためではなく，自己のため

に貯金の払戻しを受けていなかったかを確認する場合とがあります。

前者の場合は問題が起きませんが，後者の場合はまさに相続紛争へと

発展していく可能性があります。

前述のとおり，相続貯金は相続発生と同時に法定相続分で分割承継さ

れますが，各相続人は分割承継された貯金債権者として相続貯金につい

て開示請求できるかについては，今まで何度も下級裁判所で争われてき

ました。

そして，最高裁は平成１７年５月２０日に「共同相続人の一人からの取引

経過開示請求は認められない」とする東京高裁平成１４年１２月４日判決の

上告に対して不受理決定したため，最高裁は「共同相続人の一人からの

取引経過開示請求は認められない」とする東京高裁判決を是認したもの

として位置付けられ，その後数年間は金融機関の多くは共同相続人の１

人からの取引経過開示請求に応じてきませんでした。

ところが，最高裁は平成２１年１月２２日に「共同相続人の一人は単独で

相続預金の取引経過開示請求ができる」旨の判断を示しました。そのた

め，金融機関の多くは対応方法を変更することとなりました。

●平成２１年１月２２日の最高裁判決の内容

最高裁の事案は，被相続人である預金者が死亡し，共同相続人の１人

が，被相続人が普通預金および定期預金取引をしていた信用金庫に対

し，被相続人名義の預金口座における取引経過（入出金明細表）の開示

２．共同相続人の１人からの被相続人の貯金残高・取引経過照会
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を求めたケースで，遺言がなく遺産分割協議前の状態のものであり，次

の事項が争点となりました。

① 金融機関は預金者に対し預金口座の取引経過開示義務を負うか。

② 共同相続人の１人は，被相続人名義の預金口座の取引経過開示請

求権を単独で行使することができるか。

そして，最高裁は次の理由により，共同相続人の１人からの相続預金

取引経過開示請求を認めました。

① 預金契約には，委任事務ないし準委任事務の性質を有するものも

含まれる。

② 金融機関は，預金契約にもとづき，預金者の求めに応じて預金口

座の取引経過を開示すべき義務を負う。

③ 預金者の共同相続人の１人は，共同相続人全員に帰属する預金契

約上の地位にもとづき，被相続人名義の預金口座の取引経過の開示

を求める権利を単独で行使することができる。

④ 共同相続人の１人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示す

ることは，開示の相手方が共同相続人にとどまる限り，預金者のプ

ライバシーを侵害し，金融機関の守秘義務に違反する余地はない。

⑤ 開示請求の態様，開示を求める対象ないし範囲等によっては，預

金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合

がある。

●個々の払戻請求書等は開示対象となるか

誰が払戻手続を行ったのかを確認するために，払戻請求書などの伝票

類を開示せよとの請求がなされた場合，このような請求内容が開示請求

の範囲に含まれるかについて，最高裁判決は「開示請求の態様，開示を

求める対象ないし範囲等によっては，預金口座の取引経過の開示請求が

権利の濫用に当たり許されない場合があると考えられる」と判示してい

ます。

そのため，取引経過が記載されている明細表だけでよいとする説と，

第１編 相 続／第１章 貯金取引と相続
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払戻請求書，印鑑票，振込依頼書等の帳票類を含むとする説に分かれて

います。

実務の対応として，個々の払戻請求書等のコピーの開示については，

民事訴訟法による調査嘱託や文書送付嘱託および弁護士法による照会等

を除き，原則として金融機関に開示義務はないものとして応じる必要は

ないと考えます。

●取引経過開示対象期間

開示請求の対象期間については，最高裁判決のとおり無制限に認めら

れるのではなく，預金取引行為からの消滅時効期間および金融機関の定

める払戻請求書等の保存期間を考慮し，合理的な範囲内に限定します。

ＪＡの場合は，貯金取引が貯金者にとって商取引行為に当たる場合は

消滅時効期間が５年となり，そうでない場合は１０年に分かれますが，取

引経過開示請求対象期間は原則として１０年間とし，開示理由から特に必

要と判断される場合は１０年を超える期間についても開示請求に応じるも

のとします。

●守秘義務違反・プライバシーの侵害について

最高裁判決は，「共同相続人の一人に被相続人名義の預金口座の取引

経過を開示することは，開示の相手方が共同相続人にとどまる限り，預

金者のプライバシーを侵害し，金融機関の守秘義務に違反する余地はな

い」としており，遺言がなく遺産分割協議前（準共有状態）であれば，

開示の相手方が共同相続人である限り，ＪＡは相続預金の開示請求に応

じても守秘義務違反やプライバシー侵害に該当するとして，責任を問わ

れることはありません。

２．共同相続人の１人からの被相続人の貯金残高・取引経過照会
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“経済法令グループメールマガジン”配信ご登録のお勧め
当社グループが取り扱う書籍，通信講座，セミナー，検定試験に関する情報等を皆様にお届け
いたします。下記ホームページのトップ画面からご登録ください。

☆ 経済法令研究会 http://www.khk.co.jp／ ☆

定価はカバーに表示してあります。無断複製・転用等を禁じます。落丁・乱丁本はお取替えします。


